
横浜市保健所食品衛生秀級施設認定基準 読替え表（令和６年度適用） 

※ 令和６年度については、認定基準の下線部を読み替えて運用してください。

現 行 令和６年度 

（認定基準） 

第２条 認定の対象とする施設は、次の各号に掲げる基準を満たす

ものでなくてはならない。 

(1) 認定を行う年度の１月１日（以下「基準日」という。）現在、

対象施設建築後１年以上同一人が営業を継続していること。 

(2) 認定を行う年度の４月１日から基準日までに実施した厚生労

働省通知に基づく食品衛生監視票による採点成績が原則として

９０点以上であること。 

(3) 基準日以前の３年（営業年数が満たないものにあっては、営

業を開始してからの年数）の間に、食中毒の発生や、食品衛生関

係法令に基づく行政処分を受けたことがないこと。 

(4) 横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に

関する条例を遵守することに加え、次の事項が遵守されている

こと。 

ア 食品衛生責任者が、食品衛生責任者指定講習会を年に１回

以上受講していること。 

イ 従事者の検便を定期的に実施していること、若しくは食品

取扱者の健康状態を点検票等により日常的に把握・記録し、

その記録を１年間保存していること。

（認定基準） 

第２条 認定の対象とする施設は、次の各号に掲げる基準を満たす

ものでなくてはならない。 

(1) 認定を行う年度の１月１日（以下「基準日」という。）現在、

対象施設建築後１年以上同一人が営業を継続していること。 

(2) 認定を行う年度の４月１日から基準日までに実施した厚生労

働省通知に基づく食品衛生監視票による採点成績が原則として

８５点以上であること。 

(3) 基準日以前の３年（営業年数が満たないものにあっては、営

業を開始してからの年数）の間に、食中毒の発生や、食品衛生

関係法令に基づく行政処分を受けたことがないこと。 

(4) 食品衛生法施行規則第 66 条の２を遵守することに加え、次

の事項が遵守されていること。 

ア 食品衛生責任者が、食品衛生責任者実務講習会を年に１回

以上受講していること。

イ 従事者の検便を定期的に実施していること、若しくは食品

取扱者の健康状態を点検票等により日常的に把握・記録し、

その記録を１年間保存していること。


